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香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱（令和元年香南市告示第55号）の一部を改正する告示 

新 旧 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この告示は、市が発注する建設工事及び建設工事に係る設計

委託業務の請負契約に係る競争入札の透明性及び公正性を確保す

るため、競争入札の執行に際し、予定価格の積算に関する疑義が生

じたときに、入札参加者がその内容の確認を申し立てる場合の手続

及び当該申立ての取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この告示は、市が発注する建設工事の請負契約に係る競争入

札の透明性及び公正性を確保するため、競争入札の執行に際し、予

定価格の積算に関する疑義が生じたときに、入札参加者がその内容

の確認を申し立てる場合の手続及び当該申立ての取扱いについて

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

(５) 土木系建設工事 土木一式工事及び水道施設工事をいう。 (５) 土木系建設工事 災害復旧工事及び予防がけ工事を除く土

木一式工事及び水道施設工事をいう。 

(６) 入札参加者 第４条第１項に規定する一般競争入札におい

て、入札書を提出した者をいう。 

〔新設〕 

（申立て対象） （申立て対象） 

第４条 この告示を適用し疑義申立ての手続を行う入札は、土木系建

設工事及び土木設計委託業務における一般競争入札とする。ただ

し、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

第４条 この告示を適用し疑義申立ての手続を行う入札は、土木系建

設工事における一般競争入札とする。ただし、市長が特に必要と認

めた場合は、この限りでない。 

２ （略） ２ （略） 

（金入り設計書の開示等） （金入り設計書の開示等） 

第５条 契約管財課長は、入札において落札候補者が決定した場合

は、開札日の当日午後１時以降に、金入り設計書を開示する。ただ

し、開示の対象は、入札参加者に限るものとし、香南市情報公開条

第５条 契約管財課長は、入札において落札候補者が決定した場合

は、開札日の翌日の午前９時までに、金入り設計書を開示する。た

だし、香南市情報公開条例（平成18年香南市条例第８号）第６条各
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例（平成18年香南市条例第８号）第６条各号に掲げる非開示情報に

該当する部分を除く。 

号に掲げる非開示情報に該当する部分を除く。 

２ 入札参加者は、金入り設計書の開示を受けようとするときは、開

札日の翌日から起算して２日後の午後４時までに、金入り設計書閲

覧申請書（様式第１号）を電子メールに添付し、送信する方法又は

直接持参する方法により契約管財課に提出しなければならない。 

〔新設〕 

３ （略） ２ （略） 

（疑義の申立期間） （疑義の申立期間） 

第６条 入札参加者は、開示された金入り設計書について積算疑義が

ある場合には、開札日の翌日から起算して４日後の午後４時まで

に、市長に疑義申立てを行うことができる。ただし、前条第２項に

規定する提出期限までに入札参加者から金入り設計書閲覧申請書

の提出がない場合は、同時刻をもって疑義申立ての期間を終了する

ものとする。 

第６条 入札参加者は、開示された金入り設計書について積算疑義が

ある場合には、開札日の翌日から起算して４日後の午後４時まで

に、市に疑義申立てを行うことができる。 

（疑義申立ての方法） （疑義申立ての方法） 

第７条 前条の疑義申立ては、積算疑義申立書（様式第２号）を、契

約管財課に電子メールで送信する方法又は直接持参する方法とし、

工事担当課に直接申立て内容を確認することはできないものとす

る。ただし、入札参加者が金入り設計書の内容を工事担当課に確認

した上で、疑義の申立てをする必要があると契約管財課長が認めた

場合は、工事担当課の同席の上、疑義の申立てをすることができる。 

第７条 前条の疑義申立ては、積算疑義申立書（様式第１号）を、電

子メールに添付し送付する方法又は直接持参する方法とし、契約管

財課で受け付けるものとする。 

（確認結果等の報告及び公表） （確認結果等の報告及び公表） 

第10条 工事担当課長は、疑義申立てがあった場合は、疑義申立事項

確認等報告書（様式第３号）を作成し、申立期間終了日の翌日から

起算して３日後の午後４時までに契約管財課長に報告しなければ

ならない。ただし、やむを得ない理由によりその期日までに確認を

第10条 工事担当課長は、疑義申立てがあった場合は、疑義申立事項

確認等報告書（様式第２号）を作成し、申立期間終了日の翌日から

起算して４日後の午後４時までに契約管財課長に報告しなければ

ならない。ただし、やむを得ない理由によりその期日までに確認を
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完了することが困難である場合には、その理由及び確認完了予定日

時を契約管財課長に報告しなければならない。 

完了することが困難である場合には、その理由及び確認完了予定日

時を契約管財課長に報告しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 契約管財課長は、前２項の規定による報告を受けたときは、疑義

申立事項確認等の結果（様式第４号）によりその内容を市のウェブ

サイトで公表する。 

３ 契約管財課長は、前２項の規定による報告を受けたときは、疑義

申立事項確認等の結果（様式第３号）によりその内容を市のホーム

ページで公表する。 

（確認に伴う入札手続の取扱い） （確認に伴う入札手続の取扱い） 

第11条 （略） 第11条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前項の規定により、入札を中止するときは、その旨及び理由を入

札参加者に通知するとともに、市のウェブサイトで公表するものと

する。 

４ 前項の規定により、入札を中止するときは、その旨及び理由を入

札参加者に通知するとともに、市のホームページで公表するものと

する。 

様式第１号（第５条関係） 

（略） 

〔新設〕 

様式第２号（第７条関係） 様式第１号（第７条関係） 

（略） （略） 

様式第３号（第10条関係） 様式第２号（第10条関係） 

（略） （略） 

様式第４号（第10条関係） 様式第３号（第10条関係） 

（略） （略） 

 


